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「成田市制限付一般競争入札に係る事業所の所在地要件設定基準」新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 略 

 

（事業所又は営業所等の所在地） 

第２条 略 

２ 略 

３ 前各項の規定にかかわらず，成田市工事等指名業者選定審査会に諮り意見を聴

取した上，市長が特に必要と認めた場合は，競争性が確保されると認められる範囲

において，事業所の所在地及び等級に係る要件を設定することができる。 

 

第 3条 略 

 

 

 

 

表１ 土木一式工事，舗装工事 

予定価格 事業所の所在地 等級 

 ５億円以上 
  

 Ｆ 

    

 ５億円未満  市内業者，準市内業者  Ｆ，Ａ 

 ４億円以上     

 ４億円未満  市内業者，準市内業者  Ａ 

 ８,０００万円以上     

 ８,０００万円未満  市内業者  Ａ 

 １,８００万円以上     

第１条 略 

 

（事業所又は営業所等の所在地） 

第２条 略 

２ 略 

３ 前各項の規定にかかわらず，成田市入札等審査会に諮り意見を聴取した上，市長

が特に必要と認めた場合は，競争性が確保されると認められる範囲において，事業

所の所在地及び等級に係る要件を設定することができる。 

 

第 3条 略 

 

  附則 

この基準は，令和８年４月１日から施行する。 

 

表１ 土木一式工事，舗装工事 

予定価格 事業所の所在地 等級 

 ７億円以上 
  

 Ｆ 

    

 ７億円未満  市内業者，準市内業者  Ｆ，Ａ 

 ４億円以上     

 ４億円未満  市内業者，準市内業者  Ａ 

 １億円以上     

 １億円未満  市内業者  Ａ 

 １,８００万円以上     
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 １,８００万円未満  市内業者  Ｂ 

 ８００万円以上     

 ８００万円未満  市内業者  Ｃ 

      

   

表２ 建築一式工事   

予定価格 事業所の所在地 等級 

 ７億円以上 
  

 Ｆ 

    

 ７億円未満  市内業者，準市内業者  Ｆ，Ａ 

 ５億円以上     

 ５億円未満  市内業者，準市内業者  Ａ 

 ８,０００万円以上     

 ８,０００万円未満  市内業者  Ａ 

 ３,０００万円以上     

 ３,０００万円未満  市内業者  Ｂ 

 ５００万円以上     

 ５００万円未満  市内業者  Ｃ 

      

   

表３ 設備その他工事   

予定価格 事業所の所在地 等級 

 ４億円以上 
  

 Ｆ 

    

 １,８００万円未満  市内業者  Ｂ 

 ８００万円以上     

 ８００万円未満  市内業者  Ｃ 

      

   

表２ 建築一式工事   

予定価格 事業所の所在地 等級 

 １０億円以上 
  

 Ｆ 

    

 １０億円未満  市内業者，準市内業者  Ｆ，Ａ 

 ５億円以上     

 ５億円未満  市内業者，準市内業者  Ａ 

 １億円以上     

 １億円未満  市内業者  Ａ 

 ３,０００万円以上     

 ３,０００万円未満  市内業者  Ｂ 

 ５００万円以上     

 ５００万円未満  市内業者  Ｃ 

      

   

表３ 設備その他工事   

予定価格 事業所の所在地 等級 

 ５億円以上 
  

 Ｆ 
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 ４億円未満  市内業者，準市内業者  Ｆ，Ａ 

 ３億５,０００万円以上     

 ３億５,０００万円未満  市内業者，準市内業者  Ａ 

 ８,０００万円以上     

 ８,０００万円未満  市内業者  Ａ 

 １,５００万円以上     

 １,５００万円未満  市内業者  Ｂ 

 ５００万円以上     

 ５００万円未満  市内業者  Ｃ 

      
 

 ５億円未満  市内業者，準市内業者  Ｆ，Ａ 

 ３億５,０００万円以上     

 ３億５,０００万円未満  市内業者，準市内業者  Ａ 

 １億円以上     

 １億円未満  市内業者  Ａ 

 １,５００万円以上     

 １,５００万円未満  市内業者  Ｂ 

 ５００万円以上     

 ５００万円未満  市内業者  Ｃ 

      
 

 


